












新型インフルエンザに関する文部科学省への報告について（協力依頼）

新型インフルエンザに関して速やかな事態の把握と情報伝達を行うため、以下の場

合には、就業時間内外を問わず、速やかに下記まで御報告ください。

＜文部科学省への報告事項１＞
○ 貴国立大学法人の附属学校、貴都道府県・指定都市教育委員会域内の公立学校

（専修学校含む）、貴都道府県所轄の私立学校（専修学校含む）及び貴学校設置
会社の小中高等学校（以下単に「学校」という。）において、児童生徒、教職員
等に新型インフルエンザ患者として確認された者、その他感染の疑いがある者が
発生した場合には、①学校において事項を把握した日、②児童生徒・教職員別患
者数、③当該患者の状況、④当該都道府県保健部等への報告日時

＜文部科学省への報告事項２＞
○ 学校において、学校保健安全法に基づき、新型インフルエンザにかかっており、

かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒の出席を停止した場
合には、①学校名及び人数、②措置を講じた年月日、③措置を終了した学校名、
人数及び年月日

＜文部科学省への報告事項３＞
○ 都道府県保健部局等から、学校の臨時休業の要請があった場合には、①学校名

（都道府県教育委員会等は、都道府県全域又は市町村名等など地域の範囲と校種
別の学校数の報告で結構です。）、②要請年月日及び要請の内容、③学校がとっ
た措置

＜文部科学省への報告事項４＞
○ 学校においては、学校保健安全法に基づき臨時休業の措置を講じた場合には、

①学校名（都道府県教育委員会等は、都道府県全域又は市町村名等など地域の範
囲と校種別の学校数の報告で結構です。）、②臨時休業の措置を講じた年月日、
③臨時休業の措置を終了した学校名（又は地域の範囲と校種別の学校数）・年月
日

【文部科学省担当者連絡先】

スポーツ・青少年局学校健康教育課 保健指導係

（１）平日（９：３０～１８：３０）
ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１ 【文部科学省代表】

（内線２９１８、２０７０、２９７６、３３７９）
（２）平日（上記時間外）及び休日

ＴＥＬ：０３－６７３４－２９１８
０３－６７３４－２９７６

（３）（２）の番号につながらない場合
ＴＥＬ：０８０－５８７３－１９５０

（４）ＦＡＸ番号
ＦＡＸ：０３－６７３４－３７９４

※ 都道府県・指定都市教育委員会学校保健主管課におかれては、学校健康教育課

保健指導係まで、夜間及び休日の緊急連絡先を御登録ください。

①ご担当者氏名、②携帯電話番号、③自宅電話番号
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＜文部科学省への報告事項５＞
○ 学校において、新型インフルエンザの影響により、入学選抜の時期、内容等を

変更する場合

【文部科学省担当者連絡先】

１ 国立大学附属学校

（１）就業時間内（平日９：３０～１８：１５）
高等教育局大学振興課教員養成企画室教育大学係

ＴＥＬ：０３－６７３４－３４９８ ＦＡＸ：０３－６７３４－３３８７

（２）就業時間外
第一順位 国立大学法人支援課 課長補佐 ＴＥＬ：０３－６７３４－４７５４

第二順位 同 課長補佐 ＴＥＬ：０３－６７３４－４７５２

第三順位 同 専門官 ＴＥＬ：０３－６７３４－４７５３

２ 公立学校

初等中等教育局児童生徒課 指導調査係

ＴＥＬ：０３－６７３４－３２９７ ＦＡＸ：０３－６７３４－３７３５

３ 公立専修学校及び公立各種学校
生涯学習政策局生涯学習推進課専修学校第一係

ＴＥＬ：０３－６７３４－２９３９ ＦＡＸ：０３－６７３４－３７１５

４ 私立学校（専修学校・各種学校を含む）及び学校設置会社の小中高等学校

（１）平日（９：３０～１８：３０）
ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１ 【文部科学省代表】

（内線２５３２、２５３０、２５３３）
（２）平日（上記時間外）及び休日

ＴＥＬ：０３－６７３４－２５２７ 【私学部直通（ア）】
０３－６７３４－２６１６ 【私学部直通（イ）】
０３－６７３４－２５７９ 【私学部直通（ウ）】
０３－６７３４－３３２８ 【私学部直通（エ）】

（３）休日中で（２）の番号につながらない場合
ＴＥＬ：０３－６７３４－４７５５ 【私学行政課緊急連絡先（オ）】

０３－６７３４－４７５６ 【私学行政課緊急連絡先（カ）】
０３－６７３４－４７５７ 【私学行政課緊急連絡先（キ）】

（４）ＦＡＸ番号・E-mailアドレス
ＦＡＸ：０３－６７３４－３３９５
E-mail：sigakugy@mext.go.jp

※上記連絡先に関するお願い
○ 文部科学省私学部連絡先におかけの場合は、「新型インフルエンザの件で私学行政

課に電話をかけた。」とおっしゃってください。
○ 回線がふさがっており、つながらない場合は、お手数ですが、再度おかけください。
○ 新型インフルエンザの件に関して、私学行政課では、約７５０の法人等を対象とし

て、電話やメールで連絡をしております。上記連絡先も、先般ご登録をお願いした連
絡先と当方との緊急かつ確実な連絡を期すべく開設したものです。この趣旨をご理解
いただき、設置校への回付を御遠慮いただく等、適正なご利用をお願いいたします。

５ 公立・私立幼稚園
初等中等教育局幼児教育課 企画係
ＴＥＬ：０３－６７３４－３１３６ ＦＡＸ：０３－６７３４－３７３６



政府新型インフルエンザ対策本部配付 H21.5.1 

 

基本的対処方針 

 

政府は、新型インフルエンザの発生は、国家の危機管

理上重大な課題であるとの認識の下、新型インフルエ

ンザへの対策に総力を挙げて取り組むこととし、次の

措置を講ずることを決定した。 

一．国際的な連携を密にし、諸外国における罹患の状況、

ＷＨＯや諸外国の対応状況、新型インフルエンザウイ

ルスの特徴等に関する情報収集に最大限の努力を払

い、国民に迅速かつ的確な情報提供を行うとともに、

問い合わせに対し、厚生労働省・外務省や自治体等の

相談窓口において適切に対応する。 

二．在外邦人に対し支援を行うこと及びウイルスの国内

侵入をできる限り防止することを目的として、各国に

おける感染の度合いを勘案し、以下の水際対策を実施

する。 

（一）メキシコ等発生国への感染症危険情報の発出 

（二）メキシコ等発生国の在外邦人に対する情報提供、

タミフルが医療機関から払底した場合の在外邦人へ

の提供等支援の強化 
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（三）メキシコ等発生国からの邦人の帰国を支援するた

めの諸対策の推進 

（四）検疫・入国審査の強化、空港における広報活動の

強化 

（五）必要に応じ、メキシコ等発生国からの入国者に関

する査証審査の厳格化 

（六）メキシコ等発生国から入国した感染者や感染し

たおそれのある者に対する隔離・停留及び空港

等における警備強化 

三．ウイルス株を早急に入手し、検査法の確立、病原性

等の解析及びパンデミックワクチンの製造に取り組

む。 

四．新型インフルエンザの疑いのある患者の届出があっ

たことを踏まえ、患者の国内での発生に備え、以下の

対策に万全を期する。 

（一）保健・医療分野を始めとする全ての関係者に対す

る的確な情報提供 

（二）発熱外来の早急な整備 

（三）国内サーベイランスの強化 

（四）疑いのある患者への迅速・的確な医療の提供 

（五）電気・ガス・水道、食料品・生活必需品等の事業




